
応募・問い合わせ先　　東みよし町共同募金委員会
〒779-4702　東みよし町西庄字横手 70 番地　東みよし町社会福祉協議会内

TEL：0883-82-6309　　　FAX：0883-76-1088
MAIL　akaihane@higashimiyoshi-shakyou.jp 　 HP  https://shakyo.nc2.ict-tokushima.jp/higashimiyoshi/tf/tfj/05/　

　令和４年度　共同募金運動におきましては、住民の皆様方の深いご理解のもとに多額の募金が

集まりましたことを厚くお礼申し上げます。

　「東みよし町を良くするしくみづくり」助成事業は、皆様にご協力頂いた共同募金を原資とし、

東みよし町で活動するボランティア団体や福祉団体等に対して助成することにより、誰もが住み

慣れた地域で安心して暮らすことができる町づくりを推進することを目的としています。

「東みよし町を良くするしくみづくり」助成事業
　    募集のご案内

　※申請書は、東みよし町共同募金委員会ＨＰまたは東みよし町共同募金委員会窓口からお求め頂けます。

　　記入方法など詳しくは「共同募金　助成申請の手引き」をご覧の上、お申し込み下さい。

　※下記ＱＲコードから東みよし町共同募金委員会ＨＰへアクセスできます。申請書や助成申請の手引きが

　　ダウンロードできますので、ご活用ください。

　　

　所定の申請書にご記入の上、東みよし町共同募金委員会窓口へ直接ご提出ください。

東みよし町を活動拠点とし、児童・障がい者・高齢者等の日常生活支援、防災・災害対応、社会参加、

社会福祉施設支援、その他の地域福祉支援等を目的に活動している団体。

応募内容の確認および助成対象の該当可否について本委員会にて協議いたします。

令和５年１月１６日（月）～ 令和５年２月１７日（金）受付期間

    令和５年度　赤い羽根共同募金による

東みよし町内で実施または東みよし町民を対象とする活動であること。

下記の額を上限として要望を受け付けます。

　（１） 社会福祉協議会が行う地域福祉活動費

　（２）自治会等の地域団体が行う小地域での福祉推進のための活動費

　　　　　１事業につき　　　３０,０００円

　（３）地域福祉を目的とした福祉団体やボランティア団体などの活動費

　　　　　１事業につき　　　（町域）５０,０００円　　（小地域）３０,０００円

　※町域…東みよし全域を対象とする事業　　小地域…東みよし町の一部の地域を対象とした事業

助成の決定

助成対象団体

応募方法

助成対象となる活動・事業


